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高額療養費外来年間合算の
支給申請

広報あしや　２０２４.12

市職員の給与等を公表

■��職員〈一般行政職〉
　平均給与月額　414,596円（平均年齢39歳６月）

　初任給　202,400円（大学卒）176,100円（高校卒）

■�特別職の給料・報酬（月額）                                           
市 長1,061,000円/副 市 長885,000円/教 育 長

732,000円/病院事業管理者1,276,000円/議長

737,000円/副議長653,000円/議員591,000円

　▶ 市長・副市長・教育長・病院事業管理者の期

末手当は月額×1.2×4.40月

　▶市長・副市長・教育長は期末手当を10％減額

　▶ 議長・副議長・議員の期末手当は月額×1.2

×4.50月

■�職員の処分と懲戒処分（令和５年度）
　分限処分・休職20件/懲戒処分・停職２件

■職員数（普通会計・公営企業等会計部門）
　1,058人（前年度より８人減）

■問い合わせ　人事課☎38-2018

（令和６年４月１日現在）
ホームページ

外来療養に係る年間の自己負担額が一定額を超

芦屋市高齢者バス運賃
助成事業アンケート調査

高齢者バス運賃助成事業の利用実態を把握するた

めにアンケート調査を行います。結果は今後の高齢

者施策を検討する上での参考とします。

■日時　12月２日～令和７年１月10日

■���対象　市内在住65歳以上（11月１日時点）の方

【無作為で抽出した1,500人の方】郵送するアン

　ケート用紙で回答ください

【それ以外の65歳以上の方】ラポルテ市民サー

　ビスコーナー・市役所北館受付・各高齢者生活

年末・年始のごみ収集年末・年始のごみ収集

問い合わせ　〈ごみの収集・粗大ごみ・一時多量ごみ・植木剪定ごみ〉収集事業課☎22-2155　〈ごみの分別・環境処理センターへの持ち込み〉環境施設課☎32-5391

※年末収集ではビンとペットボトルの収集日が異なります。
※年末年始はごみ量が大変多く、通常の収集時間と異なることが予想されます。必ず「午前中のごみは８時　
　30分・午後のごみは０時30分」までに出してください。

【通常の収集】年末は12月27日（金）まで　年始は１月６日（月）から
【年末特別収集】12月29日（日）～31日（火）は下記のとおりです

　
環境処理センターへのごみの持ち込み環境処理センターへのごみの持ち込み

支援センターで設置のアンケート用

紙または、右記の回答フォームから回

答ください➡

■�問い合わせ　高齢介護課☎38-2044/穐38-2060

【年内にごみの持ち込みを希望する場合】

12月31日（火）：午前９時～正午　

【ごみの持ち込み時間】
月～金曜日
 （祝日含む）

午前９時～午後４時30分
（午前11時30分～午後１時を除く）

土曜日  午前９時～午後０時30分
（12月28日・１月４日含む）

年末年始
12月29日（日）・30日（月）：午前９時～
午後４時30分（午前11時30分～午後１時を除く）

※１月１日～３日はごみの持ち込みはできません。
※�持ち込む場合は、指定ごみ袋である必要はありませんが、分別を
して中身が見える状態で持ち込んでください。

【パイプライン地域】
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《電話で予約》
希望日の１カ月前～ 12月27日（金）午後４時30分まで
（土・日曜除く）に電話でご予約ください。
※土曜日にごみを捨てる場合は、前日までの予約が必要

ごみの持ち込みは事前の予約が必要です。

予約センター ☎32-5375 月～金（祝日含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12月28日～１月５日除く）

12月31日（火）正午～１月４日（土）朝まで
ごみの輸送を休止（投入口の青ランプ点灯時は投入できます）

パイプライン収集　☎38-4781

シュレッダーした紙は燃やすごみの日に
出さず、「雑誌・チラシ・雑がみの日」に
出してください。

いつものごみ出しワンポイント！

年末（最終申込日）
12月27日（金）まで

年始（申込開始日）
１月６日（月）から

一時多量ごみ・剪定ごみ 　申し込み：☎22-2155
月～金曜日（祝日含む）午前７時30分～午後４時
（正午～午後０時45分を除く）

月～金曜日（祝日含む）午前９時～午後４時
粗大ごみ 　 申し込み：☎22-2166

シュレッダー
した紙は
資源です

ごみを出す時間
12/29（日） 12/30（月） 12/31（火）

午前
8時 30 分

午後
０時 30分

午前
8時 30 分

午後
０時 30分

午前
8時 30 分

午後
０時 30分

燃やすごみが月・木地域

段ボール

- 燃やすごみ - ビン

燃やすごみが火・金地域 ビン - 燃やすごみ -

パイプ
ライン地域

高浜町
2～ 9番 若葉町 - - - - -

浜風町
5～ 8番

緑町
1･3･4 番 - - ペットボトル - -

上記以外の地域 ビン - ペットボトル - -

陽光町 8番 20 号 - ビン - ペットボトル 燃やすごみ -

ペットボトル

【12月２日】国民健康保険・後期高齢者
医療制度の保険証が廃止となります
12月２日（月）から国民健康保険・後期高齢者医療

制度では、新たに保険証を発行せず、マイナ保険証

（健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカー

ド）での医療機関等の受診となります。

【マイナ保険証をお持ちの方】
（マイナンバーカードを保険証利用登録している方）

マイナ保険証を提示して医療機関等を受診してください。

※保険証は有効期限が切れるまで使用できます

▶ マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する

ときはマイナ保険証と『資格情報のお知らせ』（保険証

の有効期限前に発送）を提示して、受診してください。

▶ 後期高齢者医療制度に加入される方は、暫定的

な取り扱いとして令和７年７月まで『資格情報の

お知らせ』に代わり『資格確認書』をお送りします。

【マイナ保険証をお持ちでない方】
（マイナンバーカードを持っていない・マイナンバー

カードを保険証利用登録していない方など）

※ お手持ちの保険証の有効期限が切れるまでは、保険

証を提示して医療機関等を受診してください。有効期

限が切れた後は、有効期限前に発送される『資格確認

書』を提示して医療機関等を受診してください。

※ マイナンバーカードの紛失・更新中の方やマイナ

保険証での受診が困難な方は、保険者への申請

により『資格確認書』を発行することができます。

国民健康保険

後期高齢者
医療制度

※ 国民健康保険・後期高齢者医療制度以外

の健康保険に加入されている方は、加入

している健康保険に問い合わせください。

■�問い合わせ　国民健康保険：保険課保

険係☎38-2035/後期高齢者医療保険：保

険課後期高齢者医療係☎38-2037


